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【手続補正書】
【提出日】平成29年7月14日(2017.7.14)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象物を仕分けするためのドラム（１００）であって、
　円筒形状を有しかつ、
－　内側および外側エンベロープ表面を伴う円筒形本体（１０１）と、
－　円筒形本体（１０１）の内側エンベロープ表面上に配置され、外側エンベロープ表面
に通じる開口部（１０５）が具備された複数のポケット（１０４）と、
－　少なくとも２つの開口部（１０５）を相互連通させる、外側エンベロープ表面上に配
置された少なくとも１つの溝（１０６）と、
を含む、
　ことを特徴とするドラム（１００）。
【請求項２】
　ポケット（１０４）が、ドラム（１００）の内側エンベロープ表面上に半径方向に延在
する縦列状で内側エンベロープ表面上に配置されている、ことを特徴とする請求項１に記
載のドラム（１００）。
【請求項３】
　ドラム（１００）の中心長手方向軸に対し横断方向に延在して複数の開口部（１０５）
を相互連通させる複数の溝（１０６）を含む、ことを特徴とする請求項１または２に記載
のドラム（１００）。
【請求項４】
　本体（１０１）の第２の軸方向端部から中央に延在する懸吊フランジ（１０２）をさら
に含む、ことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載のドラム（１００）。
【請求項５】
　懸吊フランジ（１０２）には、ドラムを懸吊する形で内部にボルト（４００）を収容す
るための穴（１０３）が具備されている、ことを特徴とする請求項４に記載のドラム（１
００）。
【請求項６】
　懸吊フランジ（１０２）の第２の端面にある穴（１０３）の縁部が、懸吊フランジ（１
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０２）の第２の端面に向かって穴（１０３）の中心軸との関係において横方向に傾斜して
いる、ことを特徴とする請求項５に記載のドラム（１００）。
【請求項７】
　少なくとも１つの溝（１０６）が、溝（１０６）との関係において横方向かつ上向きに
傾斜する傾斜側面（１０７）を有する、ことを特徴とする請求項１～６のいずれかに記載
のドラム（１００）。
【請求項８】
　本体（１０１）の第１の軸方向端部の端部ゾーンに計数マーク（１１０）を含む、こと
を特徴とする請求項１～７のいずれかに記載のドラム（１００）。
【請求項９】
　本体（１０１）の第１の軸方向端部にある端部ゾーンから半径方向外向きに延在する少
なくとも１つの安定化フランジ（１０９）をさらに含む、ことを特徴とする請求項１～８
のいずれかに記載のドラム（１００）。
【請求項１０】
　計数マーク（１１０）が、少なくとも１つの安定化フランジ（１０９）よりも本体（１
０１）の第１の軸方向端部により近いところに配置されている、ことを特徴とする請求項
９に記載のドラム（１００）。
【請求項１１】
　対象物を仕分けするための機械（１０００）であって、
－　請求項１～１０のいずれかに記載のドラム（１００）と、
－　支持する形で機械（１０００）内においてドラム（１００）が上に配置されている支
持構造（２００）と、
－　ドラム（１００）をその中心長手方向軸を中心にして回転させるためにドラム（１０
０）に連結された駆動手段（３００）と、
を含む、
　ことを特徴とする機械（１０００）。
【請求項１２】
－　少なくとも１つの溝（１０６）を切削および／またはドリル加工するステップと、
－　複数のポケット（１０４）を切削および／またはドリル加工するステップと、
－　開口部（１０５）を切削および／またはドリル加工するステップと、
－　プレートを円筒形本体（１０１）の形にロールするステップと、
－　前記プレートの端部を、前記円筒形本体（１０１）の形で互いに接して連結させるス
テップと、
　を含む、
　ことを特徴とする請求項１～１０に記載のドラム（１００）を製造する方法。
【請求項１３】
－　安定化フランジ（１０９）をリングの形で加熱して、前記リングを膨張させるステッ
プと、
－　配置された状態にある前記円筒形本体（１０１）上に、前記安定化フランジ（１０９
）を配置するステップと、
－　前記配置された状態にある前記安定化フランジ（１０９）を冷却して、安定化フラン
ジ（１０９）が円筒形本体（１０１）上に収縮するようにするステップと、
　をさらに含む、
　ことを特徴とする請求項１２に記載の方法。
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